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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　プログレッシブ眼鏡ガラスの遠用部測定基準点での平均装着時度数に対する注文値
を定義する工程、
　－　前記遠用部測定基準点での前記平均装着時度数の計算値を考慮に入れながら前記プ
ログレッシブ眼鏡ガラスを計算するとともに、前記計算値が前記遠用部測定基準点での注
文値に対して０．０３ディオプトリ～０．２ディオプトリのマイナスの所望屈折偏位を有
する工程、及び
　－　前記計算したプログレッシブ眼鏡ガラスを製造する工程、
とからなることを特徴とするプログレッシブ眼鏡ガラスの製造方法。
【請求項２】
　前記マイナスの屈折偏位が０．０８ディオプトリ～０．１２ディオプトリであることを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記プログレッシブ眼鏡ガラスの計算は計算加入度数を考慮に入れながら行なわれ、前
記計算加入度数は、注文加入度数に対して前記遠用部測定基準点でのマイナスの所望屈折
偏位の量が少なくとも増加されることを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記計算加入度数は、前記注文加入度数に対して、
　●　前記遠用部測定基準点でのマイナスの所望屈折偏位の量と、
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　●　０．０２ディオプトリ～０．１ディオプトリのプラスの所望屈折偏位との合計が増
加されることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記プラスの所望屈折偏位が約０．０５ディオプトリになることを特徴とする請求項４
記載の方法。
【請求項６】
　前記プログレッシブ眼鏡ガラスのコンピューター処理工程は、予め定められた目標屈折
異常を考慮に入れながら眼鏡ガラスの垂直断面に沿うｙ座標の関数として主線上で行なわ
れることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記プログレッシブ眼鏡ガラスの計算工程は、製造される眼鏡ガラスの平均装着時度数
が、遠用部領域での水平視偏向の場合に可能な限り殆ど増加しないように行なわれること
を特徴とする請求項１～６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記プログレッシブ眼鏡ガラスの計算工程は、前記遠用部測定基準点での高さで製造さ
れる眼鏡ガラスの平均装着時度数が、水平視偏向の場合に遠用部測定基準点での平均装着
時度数に対して０．２５ディオプトリ未満、好ましくは０．１５ディオプトリ未満増加す
るように行なわれることを特徴とする請求項７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プログレッシブ眼鏡ガラスの製造方法ばかりでなく、対応するプログレッシ
ブ眼鏡ガラスにも関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プログレッシブ眼鏡ガラスは、この眼鏡ガラスが遠用部集束領域と呼ばれる遠方を見る
ための領域と、近用部集束領域と呼ばれる近くを見るための領域を有し、これらの領域が
、所謂、プログレッシブ帯によって互いに接続されていると言う事実により特徴づけられ
る。プログレッシブ帯では、眼鏡レンズの屈折力は、遠用部測定基準点ＢＦの値から、主
線と呼ばれるヘリカルラインに沿って近用部領域に配置されている近用部測定基準点ＢＮ

の値まで増加する。遠用部測定基準点と近用部測定基準点との屈折力の差は加入度数と呼
ばれる。
【０００３】
　一般に、遠用部集束領域は、眼鏡レンズの使用位置の上方領域に、一方、近用部領域は
下方領域に配置される。そのようなプログレッシブ眼鏡ガラスは、当業界では周知である
。１例だけを挙げると、ミュンヘン市、ローデンストック有限責任会社（Rodenstock Gmb
H）の特許文献１が参考になる。
【０００４】
　一般に、そのようなプログレッシブ眼鏡ガラスは、初めに触れた遠用部測定基準点及び
近用部測定基準点の他に、プリズム測定基準点及び心取り点を有する。用語及び定義に関
しては、本明細書では前記の特許文献１が参考になり、この特許文献１では、遠用測定基
準点及びプリズム測定基準点並びに心取り点は、欧州規格（EN Standard）ISO 13666でも
使用されていて、一般に常用されている名称を表わしている。遠用部測定基準点ＢＦでは
、遠用部集束屈折力、即ち眼鏡ガラスの球面屈折力及び／又は円柱屈折力が広く使用され
ている。近用部測定基準点ＢＮでは、近用屈折力、即ち遠用屈折力に加えた加入度数が広
く使用されている。プリズム測定基準点では、プリズム屈折力、即ち、処方されたプリズ
ムと薄肉プリズムが広く使用されている。
【０００５】
　心取り点Ｂｚは、眼鏡ガラスを心取りするのに使用され、従って、眼に対して眼鏡ガラ
スの局所的位置を定義する点を表す。一般に、頭と身体の位置が正常であるとき、所謂、
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ゼロ視力の方向の場合（即ち、視力が水平であるとき）、心取り点が眼の瞳孔中心の前方
になるように眼の前方に配置されるように、プログレッシブ眼鏡ガラスは眼の前方の中心
にある。
【０００６】
　特許文献では、異なる用語が同じ意味に一部では使用されている。例えば、特許文献２
では、用語“遠方視力基準点、近方視力基準点及び取り付け十文字（mounting cross）”
が使用される。しかしながら、これらの用語は同じ意味を有する。
【０００７】
　一般に、そしてこの適用の目的のために、測定基準点は、眼鏡ガラスを通る垂直断面図
の中で次の高さを有する；即ちｘｙ平面上の投影面でのｙ座標：遠用部測定基準点ＢＦ 

ｙ＝８ｍｍ、心取り点Ｂｚ ｙ＝４ｍｍ、プリズム測定基準点ｙ＝０及び近用部測定基準
点ＢＮ ｙ＝１４ｍｍ。この場合、ガラスの所謂、水平線Ｈはゼロ点として使用されるの
で、水平線Ｈの空間的位置及び方向は、主経線の横方向に一般に１７ｍｍの距離にある永
久マーキング（permanent marking）によって定義されるのが普通である。ガラスの水平
線上にある永久マーキング間の中心にガラスの中心があり、この中心は、大抵の場合（ア
ンカット偏心されていないガラス（glasses not predecentered））、フレームのないガ
ラスの表面の幾何学的中心である。この場合、ガラスの中心点はプリズム測定基準点と合
致する。
【０００８】
　試験により、一般に、主視力の方向は、ゼロ視力の方向から具体的に５～１０度下方に
逸れることが分った。このことは、２ｍｍ～－１ｍｍのほぼｙ座標に相当する。ここでも
再び書くが、一般に、主視力の役目は遠用部にある。
【０００９】
　従って、屈折値が、他でもよく見かけることではあるが、遠用部測定基準点ＢＦのすぐ
下から上昇を開始することなく、少しだけ遅れて開始することが有利であることは、ロー
デンストック有限責任会社（Rodenstock GmbH）の特許文献１の中で既に認識されていた
。従って、或る状況のもとでは、焦点深度を利用しながら、主視力方向でもこの既知の眼
鏡ガラスによって（遠用部）もやはり見ることが可能になる。特許文献２での実施態様の
ような他の従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの場合、このことは、一般に、もはや可能で
はない。前記の特許文献２の場合（図６及び図９を比較されたい）、主視力方向では０．
３ディオプトリの曇り（fogginess）が存在するが、これは、焦点深度によって最良の光
線条件とコントラストのもとでのみ補償され得る（約＋／－０．３ディオプトリ）。
【００１０】
　幸いなことに、ヒトの眼だけが２と７ｍｍとの間で変動する小さい開口を有する。しか
しながら、ヒトの眼それ自体は、比較的高次の異常を有するので、ヒトの視力系は、物理
的開口の上に“感覚開口（sensory aperture）”も重ね合わせられる。この現象は、スタ
イルズ－クロフォード（Stiles-Crawford）効果として知られていて、円錐－光導波路の
ような－は瞳孔中心の方向を向いていて、従って、そこから入射する光線に対して明らか
に感じ易くなることによる。これによって、瞳孔の必要開口値が僅か２～５ｍｍで済むこ
とになる。
【特許文献１】国際公開第０１／８１９８１号パンフレット
【特許文献２】欧州特許公告（ＥＰ）第０９１１６７０Ｂ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　典型的注文及び製造順序を考慮に入れながら、一様に、注文顧客のための改善された光
学結像特性を有し、屈折異常、特にプラスの屈折異常に対して特に更に影響を受けないプ
ログレッシブ眼鏡ガラスとなるプログレッシブ眼鏡ガラスの製造方法を提示することが本
発明の目的である。
【００１２】
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　この目的は、請求項１に記載されている特徴を有する方法によるばかりでなく、各々、
請求項９及び１３に記載されている特徴を有するプログレッシブ眼鏡ガラスによっても達
成される。好ましい実施態様は従属請求項の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明により、プログレッシブ眼鏡ガラスの製造方法は次の諸工程からなる：
　－ プログレッシブ眼鏡ガラスの遠用部測定基準点ＢＦでの平均装着時度数に対する注
文値を定義する工程；
　－ 遠用部測定基準点ＢＦでの平均装着時度数の計算値を考慮に入れながらプログレッ
シブ眼鏡ガラスを計算するとともに、前記計算値が遠用部測定基準点ＢＦでの注文値に対
して０．０３ディオプトリ～０．２ディオプトリのマイナスの所望屈折偏位を有する工程
；及び
　－ 計算したプログレッシブ眼鏡ガラスを製造する工程。
【００１４】
　マイナスの所望屈折偏位は、０．０８ディオプトリ～０．１２ディオプトリが好ましい
。本発明によってプログレッシブ眼鏡ガラスを製造する方法の場合、従って、プログレッ
シブ眼鏡ガラスの計算は、遠用部測定基準点ＢＦでの平均装着時度数の注文値に基づくの
ではなく、注文値に対してマイナスの所望屈折偏位を有する、所謂、計算値に基づいてい
る。言い換えれば、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算及び最適化は、眼鏡装用者に対して
処方された遠用部測定基準点ＢＦの平均装着時度数の注文値から始めるではなく、そこか
ら逸れていて、注文値に対して予め定められた所望屈折偏位だけ減少される計算値から始
められる。従って、計算及び最適化の工程は、遠用部測定基準点ＢＦでの、処方された使
用中央値に対応しない平均装着時度数に基づいて行なわれる。
【００１５】
　しかしながら、驚くことには、計算工程で遠用部測定基準点ＢＦでのこのようなマイナ
スの所望屈折偏位を導入すると、一様に、典型的注文及び製造方法を考慮に入れながら眼
鏡装用者に対する更に良い光学結像特性を有するプログレッシブ眼鏡ガラスが得られる。
本発明によって得られるプログレッシブ眼鏡ガラスは、小さい屈折異常、特にプラスの屈
折偏位に対して殆ど影響を受けないことが明らかになっている。
【００１６】
　本発明の考えでは、平均装着時度数Ｄは、通常、物体距離、従って物体側距離、Ｓ、を
差し引いた像側距離Ｓ´１及びＳ´２の逆数値の平均であり、次が適用される
【００１７】
【数１】

【００１８】
　言い換えれば、本発明の製造方法により、計算又は最適化が基礎としている計算値は、
プログレッシブ眼鏡ガラスの遠用部測定基準点ＢＦでの使用位置の屈折力の注文値に対し
て、０．０３ディオプトリ～０．２ディオプトリのマイナスの予め定められた所望屈折偏
位が差し引かれている。従って、計算又は最適化工程は、注文する眼鏡装用者にとって、
名目上、予め定められた量のマイナスの目標屈折異常を有する平均装着時度数の計算値に
基づいている。計算及び最適化工程が基礎としている屈折値の分布は、例えば、前記特許
文献１に記載されているのと同じでよい。
【００１９】
　本発明が基礎としている認識と動機ばかりでなく、本発明による概念の実施態様の詳細
な説明を下記で行なう。



(5) JP 4708344 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

【００２０】
　本発明による方法の好ましい実施態様により、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算工程が
計算加入度数を考慮に入れながら行なわれ、注文加入度数と比較して遠用部測定基準点で
のマイナスの所望屈折偏位の量が少なくとも増加される。従って、近用部測定基準点ＢＮ

において、計算及び最適化工程が基準とする平均装着時度数（又は使用位置での屈折値）
は、例えば近用部測定基準点ＢＮでの処方された又は注文された平均装着時度数に等しい
。この目的のために、計算工程が基準とする計算加入度数は、遠用部測定基準点の屈折力
が、名目上、減少されたその量増加される。
【００２１】
　本発明による方法の特に好ましい実施態様により、計算加入度数は、注文加入度数に対
して、
　● 遠用部測定基準点ＢＦでのマイナスの所望屈折偏位の量と、
　● ０．０２ディオプトリ～０．１ディオプトリ、好ましくは０．０５ディオプトリの
プラスの所望屈折偏位との合計が増加される。
【００２２】
　従って、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算工程は、使用位置での（計算）屈折値を基準
にして行なわれるが、この屈折値は、処方された（注文）値から、遠用部測定基準点でば
かりでなく、近用部測定基準点でも異なる。従って、遠用部測定基準点での注文値に対し
て名目上、マイナスの屈折偏位が存在し、近用部測定基準点での注文値に対して名目上、
プラスの屈折偏位が存在する。
【００２３】
　本発明による計算工程での所望屈折偏位の導入に到る認識及び動機を、下記で詳細に説
明する。
【００２４】
　好ましくは、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算工程が、予め定められた所望の屈折異常
を考慮に入れながら眼鏡ガラスの垂直断面に沿うｙ座標の関数として主線上で行なわれる
。従って、この特に好ましい実施態様により、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算は、眼鏡
ガラスの主線又は主経線に沿う予め定められた目標屈折異常を考慮して行なわれるが、所
望の屈折異常はｙの（即ち、垂直軸の）関数である。この場合、予め定められた目標屈折
異常は、次のように設定されるのが好ましい、即ち、遠用部測定基準点では平均装着時度
数の計算値の場合には、対応する注文値に対してマイナスの所望屈折偏位が得られ、一方
、近用部測定基準点の場合には、対応する注文値に対して計算値のプラスの所望屈折偏位
が得られる。そのような計算又は最適化の場合、所望の屈折異常に対する、所謂、二重漸
近関数がこの形式のｙの関数として使用されるのが特に好ましい、
【００２５】
【数２】

［式中、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｍ及びｇ１は定数である。定数は、例えば、ａ＝０．１２５デ
ィオプトリ、ｂ＝－０．１２５ディオプトリ、ｃ＝－０．５ディオプトリ、ｄ＝１ｍｍ、
ｍ＝１．３、ｉ＝０の値を仮定してもよい。同様に、三次以上のスプライン関数又はその
他の好適な関数を使用することが考えられる。］
【００２６】
　プログレッシブ眼鏡ガラスの計算工程は、製造される眼鏡ガラスの平均装着時度数が、
遠用部領域で水平な視力偏向の場合、可能な限り殆ど増加しないように行なわれる。水平
視偏向の場合、遠用部測定基準点での高さで製造される眼鏡ガラスの平均装着時度数は、
遠用部測定基準点での平均装着時度数と比較して０．２５ディオプトリ未満、好ましくは
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０．１５ディオプトリ未満増加するのが好ましい。特に、計算工程は、＋０．２ディオプ
トリの（追加的）屈折異常が重ね合わせられる時（例えば、製造の変動のために）、遠用
部領域は５％以下、好ましくは３％以下減少するように行なわれ得る。
【００２７】
　本発明の別の実施態様により、遠用部測定基準点を持つ遠用視力部、近用視力部及びプ
ログレッシブ帯を有するプログレッシブ眼鏡ガラスが示唆され、プログレッシブ眼鏡ガラ
スは、遠用部測定基準点での平均装着時度数の計算値を考慮に入れながらその眼鏡ガラス
の計算が行なわれ、その計算値は、遠用部測定基準点での平均装着時度数の予め定義され
た注文値に対して０．０３ディオプトリ～０．２ディオプトリのマイナスの所望屈折偏位
を有する。
【００２８】
　マイナスの屈折偏位は、０．０８ディオプトリ～０．１２ディオプトリが好ましい。プ
ログレッシブ眼鏡ガラスは、その計算が、注文加入度数と比較して遠用部測定基準点での
マイナスの所望屈折偏位の量が少なくとも増加される計算加入度数を考慮に入れながら行
なわれるように設計されるのが好ましい。
【００２９】
　計算加入度数は、注文加入度数に対して、
　● 遠用部測定基準点でのマイナスの所望屈折偏位の量と、
　● ０．０２ディオプトリ～０．１ディオプトリのプラスの所望屈折偏位との合計が増
加されることが好ましい。
【００３０】
　本発明の別の実施態様により、遠用視力部、近用視力部及びプログレッシブ帯を有する
プログレッシブ眼鏡ガラスが示唆され、プログレッシブ眼鏡ガラスは、＋０．２ディオプ
トリの屈折異常が重ね合わせられるとき、遠用部領域は、５％以下、好ましくは３％以下
減少するように設計される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　次では、例として好ましい実施例の添付図面を参照しながら本発明を説明する。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　表１は、加入度数が１．０、２．０及び３．０ディオプトリ、並びに球面屈折力、Sph
、が－４．０、－１．０、２．０及び５．０ディオプトリで、瞳孔の開口が微量である場
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合の、遠用部測定基準点ＢＦ、心取り点Ｂｚ及び近用部測定基準点ＢＮでの使用位置の屈
折値の一覧である。
【００３４】
【表２】

【００３５】
　表２は、加入度数が１．０、２．０及び３．０ディオプトリ、並びに球面屈折力、Sph
、が－１．０及び２．０で、瞳孔の開口が３．５ｍｍの場合の、遠用部測定基準点ＢＦ、
心取り点Ｂｚ及び近用部測定基準点ＢＮでの使用位置の屈折値の一覧である。
【００３６】
【表３】

【００３７】
　表３は、加入度数が１．０、２．０及び３．０ディオプトリ、並びに球面屈折力、Sph
、が－４．０、－１．０、２．０及び５．０ディオプトリで、瞳孔の開口が６ｍｍの場合
の、遠用部測定基準点ＢＦ、心取り点Ｂｚ及び近用部測定基準点ＢＮでの使用位置の屈折
値の一覧である。
【００３８】
　図１は、従来のプログレッシブ眼鏡ガラス（図１ａ）の、及び本発明によって製造され
た好ましい眼鏡ガラス（図１ｂ）の、各々の使用位置での屈折値分布の図である。
【００３９】
　図２は、従来のプログレッシブ眼鏡ガラス（図２ａ）の、及び図１に図示されている眼
鏡ガラスで、本発明のよって製造された好ましい眼鏡ガラス（図２ｂ）の、各使用位置で
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の非点収差分布の図である。
【００４０】
　図３は、従来のプログレッシブ眼鏡ガラス（図３ａ）の、及び本発明による好ましいプ
ログレッシブ眼鏡ガラス（図３ｂ）の結像異常（非点収差偏位及び屈折偏位）の結果とし
ての視力の相対減少の分布の図である。
【００４１】
　図４は、－０．２ディオプトリの追加の屈折異常が起こる時の従来のプログレッシブ眼
鏡ガラス（図４ａ）の、及び本発明による好ましいプログレッシブ眼鏡ガラス（図４ｂ）
の結像異常の結果としての視力の相対減少の分布の図である。
【００４２】
　図５は、＋０．２ディオプトリの追加の屈折異常が起こる時の従来のプログレッシブ眼
鏡ガラス（図５ａ）の、及び本発明による好ましいプログレッシブ眼鏡ガラス（図５ｂ）
の結像異常の結果としての視力の相対減少の分布図である。
【００４３】
　図６ａは、図１～５による本発明の好ましい眼鏡ガラスのキャンバーを示す図である。
【００４４】
　図６ｂは、図１～５による本発明の好ましい眼鏡ガラスの平均面屈折値を示す図である
。
【００４５】
　図６ｃは、図１～５による本発明の好ましい眼鏡ガラスの面非点収差を示す図である。
【００４６】
　図７は、遠用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝－１．０ディオプトリ、並びに加
入度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位を
示す図である。
【００４７】
　図８は、心取り点での球面屈折力、Sph、＝－１．０ディオプトリ、並びに加入度数１
、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位を示す図で
ある。
【００４８】
　図９は、近用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝－１．０ディオプトリ、並びに加
入度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位を
示す図である。
【００４９】
　図１０は、遠用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝＋２．０ディオプトリ、並びに
加入度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位
を示す図である。
【００５０】
　図１１は、心取り点での球面屈折力、Sph、＝＋２．０ディオプトリ、並びに加入度数
１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位を示す図
である。
【００５１】
　図１２は、近用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝＋２．０ディオプトリ、並びに
加入度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位
を示す図である。
【００５２】
　本発明によるプログレッシブ眼鏡ガラスを製造するための前記の好ましい実施態様によ
り、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算及び最適化工程は、遠用部測定基準点及び近用部測
定基準点での平均装着時度数に対して、対象とする方法で、対応する注文値又は処方値と
各々、異なる計算値に基づいて行なわれる。従って、本発明による好ましい方法により、
遠用部測定基準点での使用位置の屈折値に対する計算値は、対応する注文値に対して予め
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定められたマイナスの所望屈折偏位によって差し引かれ、そして計算が基準としている計
算
加入度数は、処方加入度数に対して少なくとも同じ量増加する（注文加入度数）。計算加
入度数は、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算が、対応する注文屈折値と比較して近用部測
定基準点での使用位置の屈折値のプラスの所望屈折偏位を基準としているように注文加入
度数に対して増加さえするのが好ましい。
【００５３】
　従って、プログレッシブ眼鏡ガラスの計算及び最適化は、遠用部測定基準点及び近用部
測定基準点での平均装着時度数の計算値に基づいて行なわれ、これらの計算値は、本発明
の好ましい方法により処方された注文値とは異なるけれども、普通、眼鏡の装用者には改
善された光学特性、及び特に、僅かの追加の屈折偏位に対して比較的低い感度を有するプ
ログレッシブ眼鏡ガラスが得られることは驚きである。
【００５４】
　次では、本発明が基盤としている、幾つかの本質的認識及び動機を考察する。
【００５５】
　一方、本発明は、プログレッシブ眼鏡ガラスの使用位置で、視力のある眼の瞳孔の開口
によって決まる、それ自体は公知である認識に基づいている。この基本的関係は前記表１
～３での例の方法の中で説明されている。
【００５６】
　表１は、従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの加入度数、Add、が１．０、２．０及び３
．０ディオプトリ、並びに球面屈折力、Sph、が－４．０、－１．０、２．０及び５．０
ディオプトリで、瞳孔の開口が微量である場合の、遠用部測定基準点ＢＦ、心取り点Ｂｚ

及び近用部測定基準点ＢＮでの使用位置の屈折値を示している。この表では、表の各行の
球面屈折力、Sph、及び表の各列の加入度数、Add,は一定である。表２は、加入度数、Add
、が１．０、２．０及び３．０ディオプトリ、並びに球面屈折力、Sph、が－１．０及び
２．０ディオプトリで、瞳孔の開口が３．５ｍｍの場合の、前記の各測定基準点での使用
位置の屈折値を示している。最後に、表３は、加入度数が１．０、２．０及び３．０ディ
オプトリ、並びに球面屈折力が－４．０、－１．０、２．０及び５．０ディオプトリで、
瞳孔の開口が６ｍｍの場合の、前記の各測定基準点での使用位置の屈折値を示している。
【００５７】
　対応する関係を、再び、図７～１２に図示している。図７～１２は、所与の球面屈折力
の場合に各々表示された基準点での種々の加入度数に対して視力を持つ眼の瞳孔直径の関
数として使用位置の屈折値の偏位を示している。図７～９では、球面屈折力は－１．０デ
ィオプトリに等しく、表示されている加入度数、Add、（各々の差込図の中に図示されて
いるように）は、－１、２及び３ディオプトリに等しい。
【００５８】
　図７は、遠用部測定基準点ＢＦでの瞳孔直径への使用位置の屈折値の偏位依存度を示し
ている。図８は、心取り点Ｂｚでの前記の同じ依存度を示している。そして図９は、近用
部測定基準点ＢＮでの前記の同じ依存度を示している。図１０～１２は、球面屈折力を除
いて、全ての対応する値で各図７～９に対応しているが、この球面屈折力は、図１０～１
２では各々の場合、＋２．０ディオプトリに等しい。
【００５９】
　表１～３ばかりでなく、図７～１２も、プログレッシブ眼鏡ガラスの場合、使用位置で
の屈折値は、遠用部測定基準点でばかりでなく、心取り点でも瞳孔の開口の拡大と共に増
加するのに対して、その屈折値は近用部測定基準点では漸減する。瞳孔直径が小さいと、
即ち最適の光線及びコントラスト条件下では、使用位置での屈折値の偏位は極めて小さい
のに対して、瞳孔が開（瞳孔直径＝６ｍｍ）のときは屈折値の著しい偏位が見られる。平
均装着時度数は瞳孔直径に依存するので、瞳孔直径が大きい場合、これらの偏位は、使用
位置での屈折値が、遠用部測定基準点及び心取り点ではプラスの屈折異常を有し、一方、
近用部測定基準点ではマイナスの屈折異常を有すると言う効果がある。
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【００６０】
　しかしながら、従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの屈折値分布の場合、そのようなプラ
スの、又はマイナスの屈折異常の発生は、光学的結像特性を損なう深刻な問題に繋がる。
前記特許文献1及び独国特許出願公開公報第１０２５００９３．２号明細書の教示によっ
て構成されている最近のプログレッシブ眼鏡ガラスの場合でさえ、使用位置での屈折値は
瞳孔直径に依存するので、そのような屈折異常は主透視点で問題となるが、この点は最大
でｙ＝－１～＋２ｍｍである。とりわけ、光線条件及びコントラストが充分でなく、瞳孔
の開口が大きくなるときに、前記のような光学的結像品質の欠陥が発生する。
【００６１】
　本発明による製造方法の特に好ましい実施態様により、本発明は、プログレッシブ眼鏡
ガラスの計算工程で、マイナスの所望屈折偏位は遠用部測定基準点に導入され、プラスの
所望屈折偏位は近用部測定基準点に導入されると言う点で前記のような負の影響を相殺す
る。対象とする方法で導入されたそのような所望の屈折偏位は、それに対応して製造され
たプログレッシブ眼鏡ガラスが、瞳孔の開口は大きい場合でも眼鏡ガラスの装用者のため
に光学的結像特性を著しく改善したと言う結果をもたらす。
【００６２】
　本発明は、プラスの屈折異常（曇り）が、マイナスの反応異常より光学的結像特性に遥
かに重大な影響を及ぼすという認識にも基づいている。この理由は、プラスの異常は焦点
深度によってのみ補償され得ることである。しかしながら、焦点深度は瞳孔の開口の増大
と共に大幅に減少する。
【００６３】
　対照的に、焦点深度に加えて、マイナスの偏位は、遠近調節によって更に補償され得る
。しかしながら、後者の調節は、眼鏡の装用者の年齢と共に漸減し、そしてプログレッシ
ブ眼鏡ガラスが何故必要なのかと言う理由でもある。それは、残存している遠近調節能力
が、約３マイナス加入度数になるので、最大加入度数３ディオプトリまでは小さいマイナ
スの屈折異常を補償するために充分な遠近調節能力が矢張り存在すると言う経験則である
。更に、プログレッシブ眼鏡ガラスの装用者は、自身の視力とそれに関連する屈折値の増
加を下げることにより、小さいマイナスの異常を補償できる。このことは、プラスの屈折
異常の場合にはできない。
【００６４】
　更に、本発明は、プラスの異常が比較的重要なばかりでなく、比較的頻発もすると言う
認識を利用する。この理由は、特に、処方値又は注文値を決めるための屈折測定である。
一般に、屈折測定は、５～６ｍの視力試験距離を持つ室内で行なわれる。視力試験は無限
遠の距離ではなくて、限られた距離で行なれ、プラスの屈折は約０．１５～０．２ディオ
プトリで起こる。完全な屈折測定は、無限遠に関する検査を含むが、これは頻繁にも又は
一般的にも行なわれない、従ってこの異常そのまま残される。
【００６５】
　屈折は、僅か＋／－０．１２ディオプトリまで正確に測定できるが、約－０．１～０．
２５ディオプトリの不確かさが存在する。
【００６６】
　最後に、プログレッシブ眼鏡ガラスの製造過程での製造偏差は、先行の異常に重ね合わ
せられるが、避けることはできない。遠用部領域では、これらもプラスの反応異常の方向
に向かう傾向がある。
【００６７】
　本発明による製造方法の説明した実施態様により、名目上、遠用部測定基準点ではマイ
ナスの屈折異常を有し、近用部測定基準点ではプラスの反応異常を有するプログレッシブ
眼鏡ガラスを製造できる。このことは、一方では、瞳孔の開口が拡大されるとき、屈折値
の増加と減少を考慮に入れ、もう一方では、設計は小さい屈折偏位には殆ど影響を受けな
くなる。
【００６８】
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　更に、屈折値が、横方向の視力偏向の場合に遠用部では極く僅かしか増加しないように
眼鏡ガラスの周縁部の屈折値分布を制御することは必然的に考えられる。従って、横方向
の視力偏向の過程での曇りはさほど急速には起こらない。
【００６９】
　次では、本発明による好ましい製造方法によって製造されたプログレッシブ眼鏡ガラス
を、例として対応する従来の眼鏡ガラスと比較して説明する。
【００７０】
　図１ａは屈折値の分布を示し、図２ａは使用位置での各々の場合の従来のプログレッシ
ブ眼鏡ガラスの非点収差の分布を示している。眼鏡ガラスは、ローデンストック有限責任
会社（Rodenstock GmbH）のプログレッシブ眼鏡ガラスであり、商品名マルチグレッシブ
・アイ・エル・ティ（Multigressiv ILT）で販売されている。図１ｂ及び図２ｂは、変更
された屈折値分布を持ち、基準点でのマイナスの及びプラスの目標屈折異常を重ね合わせ
ている、本発明による好ましい眼鏡ガラスを対応して示している。
【００７１】
　本発明による好ましいプログレッシブ眼鏡ガラスの場合、０．１ディオプトリのマイナ
スの所望屈折偏位が、遠用部測定基準点の中に導入されていて、この偏位は図１ｂではヘ
リカル主線上で上方の円によって輪郭が描かれている。同時に、計算加入度数は注文加入
度数と比較して０．１ディオプトリ増加した。近用部測定基準点は、主線上の下方円によ
って特徴付けられている。従来の眼鏡ガラスばかりでなく、本発明による眼鏡ガラスも０
．５０ディオプトリの球面（注文）遠用屈折力及び２．００ディオプトリの（注文）加入
度数を有する。
【００７２】
　図１ｂは、遠用部測定基準点での屈折値が図１ａによる従来の眼鏡ガラスと比較して小
さいことを示している。図２ｂに示しているように、本発明の場合のやや高い加入度数に
よって、図１ａによる従来の眼鏡ガラスと比較して、やや狭いプログレッシブ領域となる
。このような欠点を防ぐことはできない。
【００７３】
　図３ａ（従来の眼鏡ガラス）及び図３ｂ（本発明による好ましい眼鏡ガラス）は、各々
、図１及び２に示しているプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常（非点収差偏位及び屈折
偏位）の結果としての視力の相対減少の分布を示している。眼鏡の装用者の視力の相対減
少は、眼鏡の装用者の視力が眼鏡ガラスの結像異常（非点収差異常及び屈折異常）によっ
てどれほど減少するのかを示す。図３ａ～図５ｂの中で、例えば０．９の等値線は、視力
が眼鏡装用者の初期視覚の９０％に減少することを意味する。もし、例えば、完全に補正
した眼鏡ガラスを装用している眼鏡装用者が１．６の視力（視力）を有するならば、視力
減少が０．９に達する点で眼鏡ガラスを通して見る時、この装用者の視力はただ単に０．
９＊１．６、即ち１．４４、のままである。同様に、この装用者の初期視力が１．２５な
らば、１．２５＊０．９＝１．１２５であり、或いは２．０の初期視力で、０．５の視力
減少の場合は、視力はたったの０．５＊２．０＝１．０になる。このような事例では、教
授である、イー・ハルトマン（E.Hartmann）博士による“コンセクエンシーズ・オブ・ス
モール・フォルティ・レフラクションズ（Consequences of Small Faulty Refractions）
”,“デル・アウゲンオプチケル（Der Augenoptiker）”、１９８８年１１月、ｐ．２０
－２４、の報文が参考になる。図３ａ及び図３ｂでは、各々のケースで最適補正が考えら
れる；即ち、追加の重ね合わせ補正異常は起こらない。
【００７４】
　図４ａ及び図４ｂは、図３に図示しているプログレッシブ眼鏡ガラスの場合、各々、－
０．２ディオプトリの追加のマイナスの屈折異常が起こる時の視力の相対減少の分布を示
している。図３による最適補正と比較して実質的に差異は見られない。既存の遠近調節能
力が残っているために、これらの異常は補償され得る。
【００７５】
　図５ａ及び図５ｂは、図３に図示しているプログレッシブ眼鏡ガラスの場合、各々、＋
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０．２ディオプトリの追加のプラスの屈折異常が起こる時の視力の相対減少の分布を示し
ている。図５ｂは、小さいプラスの屈折異常に対する、本発明による眼鏡ガラスの鈍感性
を示している。図５ａの従来の眼鏡ガラスの場合、遠用部領域は明らかに減少しているけ
れども、本発明による眼鏡ガラスの場合は殆ど変化しないままである。この場合、遠用部
領域は、心取り点（図５の中で十文字で示されている）より下方４ｍｍの位置にある点の
周りの半径２０ｍｍの半円内部で、この点を通る水平線の上方の領域として定義され、そ
の相対視力は０．９ディオプトリを超える。
【００７６】
　予め定められた所望屈折偏位の重ね合わせは、或る限られた程度に限り、勿論、可能で
ある。従って、図２及び３が、プログレッシブ領域は、加入度数増加の結果として僅かに
小さくなることを既に示している。更に、追加の屈折異常に対しては－例えば、製造の変
動のために－“逆の場合”も起こる場合があると言う注意を、勿論、払うべきである。例
えば、屈折測定は、実際、無限遠視力試験距離に対して行なうことができるが、その後は
、眼鏡ガラスは限られた空間の中だけで使用できる。この場合、眼鏡ガラスは、既に遠用
部は０．１～０．２ディオプトリのマイナスの屈折異常を有していて、測定の不正確さに
よって０．１２ディオプトリをここでも加えることが可能である。遠用部測定基準点での
マイナスの所望屈折偏位がそのような眼鏡ガラスに重ね合わせられるならば、このことは
、特に遠近調節能力が不足しているために更に大きい加入度数の場合には、不適合に繋が
ることがある。従って、導入される所望屈折の重ね合わせは、遠用部測定基準点で０．０
３～０．２ディオプトリ、好ましくは０．０８～０．１２ディオプトリであるべきなのが
好ましい。
【００７７】
　図６ａ、ｂ及びｃは、本発明による前記の好ましい眼鏡ガラスのキャンバー（camber）
、平均面屈折値及び面非点収差を示している。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１ａ】各々の使用位置での屈曲値分布を示す図で、従来のプログレッシブ眼鏡ガラス
の分布の図である。
【図１ｂ】各々の使用位置での屈曲値分布を示す図で、本発明によって製造された好まし
い眼鏡ガラスの分布の図である。
【図２ａ】各使用位置での非点収差分布を示す図で、従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの
分布の図である。
【図２ｂ】各使用位置での非点収差分布を示す図で、図１に図示されている眼鏡ガラスで
、本発明のよって製造された好ましい眼鏡ガラスの分布の図である。
【図３ａ】結像異常（非点収差偏位及び屈折偏位）の結果としての視力の相対減少の分布
を示す図で、従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常（非点収差偏位及び屈折偏位）
の結果としての視力の相対減少の分布の図である。
【図３ｂ】結像異常（非点収差偏位及び屈折偏位）の結果としての視力の相対減少の分布
を示す図で、本発明による好ましいプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常（非点収差偏位
及び屈折偏位）の結果としての視力の相対減少の分布の図である。
【図４ａ】結像異常の結果としての視力の相対減少の分布を示す図で、－０．２ディオプ
トリの追加の屈折異常が起こる時の従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常の結果と
しての視力の相対減少の分布の図である。
【図４ｂ】結像異常の結果としての視力の相対減少の分布を示す図で、本発明による好ま
しいプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常の結果としての視力の相対減少の分布の図であ
る。
【図５ａ】結像異常の結果としての視力の相対減少の分布を示す図で、＋０．２ディオプ
トリの追加の屈折異常が起こる時の従来のプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常の結果と
しての視力の相対減少の分布図である。
【図５ｂ】結像異常の結果としての視力の相対減少の分布を示す図で、本発明による好ま
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しいプログレッシブ眼鏡ガラスの結像異常の結果としての視力の相対減少の分布図である
。
【図６ａ】図１～５による本発明の好ましい眼鏡ガラスの特性を示す図で、図１～５によ
る本発明の好ましい眼鏡ガラスのキャンバーの図である。
【図６ｂ】図１～５による本発明の好ましい眼鏡ガラスの特性を示す図で、図１～５によ
る本発明の好ましい眼鏡ガラスの平均面屈折値の図である。
【図６ｃ】図１～５による本発明の好ましい眼鏡ガラスの特性を示す図で、図１～５によ
る本発明の好ましい眼鏡ガラスの面非点収差の図である。
【図７】遠用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝－１．０ディオプトリ、並びに加入
度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位の図
である。
【図８】心取り点での球面屈折力、Sph、＝－１．０ディオプトリ、並びに加入度数１、
２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位の図である。
【図９】近用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝－１．０ディオプトリ、並びに加入
度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位の図
である。
【図１０】遠用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝＋２．０ディオプトリ、並びに加
入度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位の
図である。
【図１１】心取り点での球面屈折力、Sph、＝＋２．０ディオプトリ、並びに加入度数１
、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位の図である
。
【図１２】近用部測定基準点での球面屈折力、Sph、＝＋２．０ディオプトリ、並びに加
入度数１、２及び３ディオプトリの場合の瞳孔直径の関数とする使用位置の屈折値偏位の
図である。
【図１ａ】 【図１ｂ】
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